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１.理事長挨拶

公益財団法人一華五葉財団

理事長 一華

当財団の主な目的は、児童養護施設等で生活している子供たちに通ずる支

援です。これらの施設は、保護者のいない子供たちや虐待やネグレクトの被害

者など、困難な状況に置かれた児童を受け入れています。

当財団は助成金の交付を通じ、彼らの生活環境を改善し、彼らが健康に成

長し、幸福な生活を送ることを支援することを目的としております。

また、児童養護施設等で生活している児童の教育の機会を向上させるため

に教材や機材の購入、将来的に自立した生活をおくることを目的とした施設

への支援も行い、助成金を通じ児童が安心して成長し、自信を持ち、社会で

健康的な関係を築けるようにすることを目指しています。

さらに、当財団は令和５年８月に設立し、令和６年８月に内閣総理大臣より

公益法人として認定をいただきました。

これからも児童養護施設等への助成金交付によって、子供たちの安定した

生活と発達を支えるための総合的な支援を提供することを目指し活動して参

ります。



申請受付：令和8（2026）年2月1日（日）～３月3１日（火）当日消印有効

２.児童養護施設等助成金募集要項

１.助成対象事業

児童養護施設等が、児童の生活環境の充実と、助成対象期間内に実施される生活環境に必要とされる設備等の購
入や活動の費用で、当財団以外から重複して補助金や助成金の受給を受けていない又は受給を予定していない事
業を対象とします。

例）・教育用のパソコンや情報通信機器のの導入費用

・施設内外での様々な行事や社会教育施設での研修に直接かかる費用など

２.対象期間

令和8（2026）年4月１日から令和9（2027）年3月31日までとします。

３.助成金額

交付する助成金の限度額は、施設の規模に応じて変動しますが上限は５０万円とし、１施設に対する助成は、助成対
象期間内において１回とします。 各施設への助成金額は、当財団理事会の決議により決定します。

４.応募方法

※今年度よりHPからの応募受付を始めました。HPからの応募方法

STEP1 STEP２ STEP３

・当財団HPの募集要項へ
アクセス
https://ikkagoyouzaid
an.or.jp/application/

・Googleフォームより申請事項の入力
・所定フォーマットのアップロード

・申込完了メールを受信した
ら助成金申請の受付は完了
になります。

助成金申請書の提出による応募方法

STEP1 STEP２ STEP３

・当財団HPの募集要項へ
アクセスし助成金申請書をダ
ウンロード
https://ikkagoyouzaid
an.or.jp/application/

・助成金申請書へ
申請内容を記入
・必要書類の準備

下記住所宛に書類を送付ください。

＜住所＞

〒 6２１-00０６

京都府亀岡市河原林町勝林島小坂11番地

公益財団法人一華五葉財団 事務局宛

https://ikkagoyouzaidan.or.jp/application/
https://ikkagoyouzaidan.or.jp/application/
https://ikkagoyouzaidan.or.jp/application/
https://ikkagoyouzaidan.or.jp/application/


5.選考及び結果通知

（選考）

書類選考を行った後、外部有識者を含む選考委員会に諮り、理事会の決議を経て、助成対象事業ならびに助成金額を決定しま

す。なお、応募書類に不備不足がある場合、選考の対象とならない場合がありますのでご注意ください。また、選考の過程で、必

要に応じて追加資料の提出を依頼する場合や、現地調査もしくはヒアリングを行うことがあります。

（結果通知）

選考結果については、当財団事務局から文書にて通知します。応募書類は返却できません。なお、応募書類に記載されている

個人情報は、個人情報保護に関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。

6.助成対象者の義務

助成金の受給を受けた場合は、申請の予定通り、速やかに事業を遂行してください。

（１） 受給した助成金は、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請した助成対象事業以外への利用はしないでください。

（２） 助成対象事業の内容にを変更したいときは、助成金交付申請変更届にてその旨を当財団に申し出て承認を得てください。

（３） 助成対象事業が中止になった場合や重複しての受給となることが判明したときは、助成金交付申請変更届にて取り下げ
申請を当財団に遅滞なく届け出てください。

（４） 助成対象事業の完了後、１ヶ月以内に助成対象事業完了報告書を提出してください。 なお、報告書には、請求書、支払先
や支払金額が明記された領収証もしくは収支計算書等のコピーを必ず添付してください。

（５） 助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を求め、 または帳簿書類等の調査を行
う場合があります。

7.助成金の交付決定の取り消し及び返還

公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったその事実が判明したときは、 助成金の交付の決定を取り消し、
すでに交付した助成金があるときはその一部もしくは全部を返還していただきます。

（１）助成対象者が、当財団が定める助成金実施規程に違反したとき

（２）助成対象者が、決定された助成対象事業以外の用途に助成金を使用したとき

（３）助成対象者が、決定された助成対象事業に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をしたとき

（４）助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

（５）助成対象者が助成対象期間内に助成対象事業を完了しなかったとき

（６）助成対象者が助成金の交付に際し当財団から特別に依頼した内容または条件に違反もしくは従わなかったとき

（7）決定後に生じた事情により、決定された助成対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき

8.そのほかの注意点

（１）当財団は、申請内容に含まれる個人情報については、本助成選考及び助成の目的に使用いたします。但し、助成対象と
なった場合、当財団の活動報告の一環として、施設名・事業名等は公表させていただきます。

（２）同じ事業にて他の助成と重複して受給するすることはできません。

（３）選考の過程において、事業内容がわかるものを追加で提出していただく場合がございます。



ドラム式洗濯乾燥機購入 （児童養護施設北海愛星学園）

札幌市南区真駒内に2か所目の地域小規模児童養護施設を令和7年4
月に開設。
開設にあたり洗濯物を干す場所がないことから、ドラム式洗濯乾燥機を
購入予定であったが、設置場所に置くスペースはあるものの、そこまで搬
入すための通路が狭く、ドラム式洗濯機の購入を断念し、搬入できるサイ
ズの縦型洗濯機を購入した。

また隣家が1箇所目の地域小規模施設であることから、食材等の管理を
効率よく行うため、大型の冷蔵庫を購入したことにより、調理を効率よく
行うことができる。

もう一点、アレルギー及び感染症対策のため空気清浄機を購入した。

本園(蘭越町)から札幌市まで車で2時間の距離にあり、新規開設にあた
り転校などの手続きが必要となり、簡単に移動できないことから新規に入
所する子どもたちを待っている状況のため、新しい施設の住環境につい
て、子どもたちの意見を聞くことができていないが、安心安全、そして快
適な生活が過ごせる住環境を提供していく。

３.活動実績

①居住棟のガス給湯器交換
対象となる居住棟では、小学校低学年～高校３年生までの男児の小規模
グループケアを行っております。本申請時点ではガス給湯器の使用中に
温度が一定にならず、温かくなったり冷たくなったりと、食器の洗い物や
入浴等にとても不便さを感じていました。令和６年２月６日、施工業者より
給湯器の入替工事を行ってもらい、これまで不便であった温度調整など
もなく安心安全な生活が可能となっています。
②居住棟の床面ワックス剥離清掃
児童が居住する１階と２階の居間につき、汚損した既存の床面ワックスを
剥離・洗浄した後、新たにワックスを塗布する工事となります。
作業期間は令和６年２月５日～７日までの３日間で行われ、床面ワックス
が新しくなっただけでなく、経年変化のある床材の反り返り等も補修して
いただき、子供たちが安全に生活できる空間を維持することが可能となり
ました。

居住棟のガス給湯交換・床面ワックス剥離清掃
（児童養護施設 七窪思恩園）

この度は卒園生との送別会費を助成いただきあリがとうございました。
会場は熊本テルサで行い、関係者含め107名で無事会を終えることがで
きました。今回、高校を卒業し施設を退所する児童は5名、措置延長で施
設に残る児童が1名でした。ほとんどの児童が小さい頃から施設で生活
をしており、職員との思い出や、日常生活での些細な思い出等、様々に1
人1人話してくれました。
涙する子供や職員の光景をみて、招待した施設関係者の皆様も、とても
良い式だったと言って下さいました。また、こどもたちから「こんなに沢山
の人に支えてもらってたんだ」という言葉を聞き、多くの方からの支えを
実感してくれているようでした。式中は子供たちが生活していたホームか
ら動画のプレゼントがあり、その後、卒園生からの言葉やサプライズ動画
があり、終始笑いあり涙ありの式となりました。

助成をいただいたおかげで、写真のような広い会場で子供たち、職員全
員で盛大に子供たちを送り出すことができました。また、子供たちにも大
勢の人々が関わって今があることや、今後の生活に向けての糧となるよう
な思い出が出来たと思います。
来年卒園対象の子供たちも「私たちのときはこうしたいな」 等、世代同士
で話をしていました。コロナ禍で人が集まる機会が減り、コロナ禍が過ぎ
た後も同じような状況が続いていましたが、今回を機に、施設全体で子
供たちを支援していけるような行事を今後も続けていけたらと思いました。
この度は本当にあリがとうございました。

卒園生との送別会 （慈愛園子供ホーム）



５.お問合せ

４.財団概要

法人名 公益財団法人一華五葉財団

理事長 一華

設立年月日 令和５年８月３０日 （令和６年８月１日 内閣総理大臣より公益法人に認定）

住所 京都府亀岡市河原林町勝林島小坂11番地

URL https://ikkagoyouzaidan.or.jp

（１） 法人概要

理事長 一華 一般社団法人一華五葉 理事

理事 松田 千晴 放射線科専門医

理事 ウルク 裕美子 キャピタル信託株式会社

評議員 勝 友美 株式会社muse 代表取締役

評議員 松井 啓子 株式会社OTCカウンセラーの会 代表取締役/薬剤師

評議員 沼田 遥日 一般社団法人一華五葉 団体職員

監事 粟村 圭吾 みのり税理士法人 代表社員

（２） 役員名簿

公益財団法人一華五葉財団 事務局

〒 6２１-00０６

京都府亀岡市河原林町勝林島小坂11番地

※ご質問等はお問合せフォーム宛にお願いいたします。

＜お問合せフォームQR＞



https:// ikkagoyouzaidan.or.jp
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